
平成 22 年 3 月 31 日 
 
各 位 
 

大 阪 市 
 

 
平成 22 年度からの入札契約制度の改正について 

 
 大阪市は、これまで入札・契約の公正性、透明性、競争性の向上を図るため

に、さまざまな改正を行ってきましたが、今般、入札契約制度のより一層の改

善を図ることとし、次のとおり定めましたのでお知らせします。 
 
１ 工事請負契約に係る低入札価格調査制度の適用範囲の見直し及び価格以外

の調査判断基準の設定について 

 
（１）工事請負契約に係る低入札価格調査制度の適用範囲の見直しについて 

低入札価格調査制度の適用範囲を原則、予定価格が３億円以上の案件と

する。 
 
   （現 行） 予定価格１億円以上 
   （改正後） 予定価格３億円以上 
 
（２）工事請負契約に係る低入札価格調査制度における価格以外の調査判断基

準の設定について 
   低入札価格調査制度における調査の実効性の向上を図るため、低入札価

格調査制度運用要領の改正を行う。（別紙１参照） 
 
実施時期  平成２２年４月１日以降発注分（＊）から 

 
 
（＊）平成 22 年 4 月 1日以降発注分：一般競争入札又は公募型指名競争入札の方法により

締結する契約にあっては、平成 22 年 4 月 1日以降に

公告するものをいう。また、指名競争入札の方法に

より締結する契約にあっては、平成 22 年 4 月 1日以

降に指名するものをいう。 



２ 工事請負契約に係る入札の取扱いについて 

工事請負契約にかかる入札参加の取扱いを次のとおり定める。 

 
（１）経営事項審査における総合評定値に対しての物件等級及び発注予定価格

の改正について 
 建築工事及び造園工事において、改正を行う。（別紙２－１参照） 

 
 
  契約管財局発注の工事請負契約に係る事後審査型制限付一般競争入札の入

札参加の取扱いを次のとおり定める。 
 
（２）地域要件及び受注可能本数について 

市内本店業者のみが入札に参加できる対象工事の拡大を行うとともに、

支店業者との受注可能本数に差を設ける。（別紙２－２参照） 
 

 
実施時期 平成２２年６月１日以降発注分（＊）から 

※ ４月・５月における受注可能本数の取扱いについて 
平成２１年度における受注可能本数または申込可能本数が１本以

上の種目について、１本の受注を可能とする。 
 
 
（＊）平成 22 年 6 月 1日以降発注分：一般競争入札又は公募型指名競争入札の方法により

締結する契約にあっては、平成 22 年 6 月 1日以降に

公告するものをいう。 



 

３ 昇降機設置工事の入札方法について 

 

契約管財局発注の昇降機設置工事の入札方法について、次のとおり定める。

（別紙３参照） 

 

 指名競争入札の範囲を次のとおりとする。 

  （現 行） 1 億円未満 

（改正後） 全件 

 

実施時期 平成２２年４月１日以降発注分（＊）から 

 

 

（＊）平成 22 年 4 月 1日以降発注分：一般競争入札又は公募型指名競争入札の方法により

締結する契約にあっては、平成 22 年 4 月 1日以降に

公告するものをいう。また、指名競争入札の方法に

より締結する契約にあっては、平成 22 年 4 月 1日以

降に指名するものをいう。 



４ 工事請負契約に係る一般競争入札の適用範囲の変更について 

 

工事請負契約に係る一般競争入札（事後審査型を除く）の適用範囲について

は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第３７２号）第 3 条第 1 項に規定する総務大臣の定める額以上として

きたところであるが、平成２２年１月２５日付け総務省告示第１９号で、平成

２２年４月１日から平成２４年３月３１日までの間に締結される建設工事の調

達額が定められたので、これに伴い、適用範囲を２３億円以上に変更する。 

 

  （変更前） ２６億３，０００万円以上 

  （変更後） ２３億円以上 

 

 実施時期 平成２２年４月１日以降発注分から 

 

（参考）地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政

令第３７２号）第 3 条第 1 項に規定する総務大臣の定める額 

 

 

額 

区        分 平成 20 年 4月 1 日から

平成 22 年 3月 31 日まで

平成 22 年 4月 1 日から 

平成 24 年 3月 31 日まで

物品等の調達契約 3,500 万円 3,000 万円

特定役務のうち建設工事の調達契約 26 億 3,000 万円 23 億円

特定役務のうち建築のためのサービス、エ

ンジニアリング・サービスその他の技術的

サービスの調達契約 

2 億 6,000 万円 2億 3,000 万円

特定役務のうち上記以外の調達契約 3,500 万円 3,000 万円



５ 測量・建設コンサルタント等契約に係る最低制限価格制度及び低入札価格

調査制度の導入について 

 
測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタ

ント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務（以下「測量・建設コ

ンサルタント等」という。）契約において、最低制限価格制度及び低入札価格調

査制度の導入を図る。 

 

(１) 導入対象範囲 

測量・建設コンサルタント等の契約（＊１） 

（＊１）平成 22 年度の入札参加有資格者名簿において、「測量・建設コンサルタ

ント等」として区分される 100 測量、200 地質調査、300 建築設計・監理、

400 設備設計・監理、500 建設コンサルタント、600 補償コンサルタント

のいずれかに該当するもの。 

 

   なお、上記契約のうち WTO 政府調達協定の適用を受ける契約等について

は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第

９条に基づき、最低制限価格制度の導入ができないことから、低入札価格

調査制度を導入することとし、WTO 政府調達協定の適用を受けない契約につ

いては、最低制限価格制度を導入する。 

 

(２) 最低制限価格、低入札調査基準価格の設定方法について 

「測量・建設コンサルタント等最低制限価格設定基準」（別紙４参照）及

び「測量・建設コンサルタント等低入札価格調査制度運用要領」（別紙５

参照）のとおり 

 

実施時期  平成２２年６月１日以降発注分（＊２）から 

 

 

（＊２）平成 22 年 6 月 1日以降発注分：一般競争入札又は公募型指名競争入札の方法によ

り締結する契約にあっては、平成 22 年 6 月 1日以降

に公告するものをいう。また、指名競争入札の方法

により締結する契約にあっては、平成 22 年 6 月 1日

以降に指名するものをいう。 

 



６ 測量・建設コンサルタント等契約に係る入札の取扱いについて 

 
契約管財局契約部において入札を執行する測量業務、建築関係の建設コンサ

ルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係

コンサルタント業務（以下「測量・建設コンサルタント等」という。）の入札に

ついて、次のとおり取扱う。（別紙６参照） 
 
概 要 
(１) 導入対象範囲 

測量・建設コンサルタント等の契約（＊１） 

（＊１）平成 22 年度の入札参加有資格者名簿において、「測量・建設コンサルタ

ント等」として区分される 100 測量、200 地質調査、300 建築設計・監理、

400 設備設計・監理、500 建設コンサルタント、600 補償コンサルタント

のいずれかに該当するもの。 

 

(２) 受注可能本数 

市内本店業者・・・３本 

市外業者及び市内支店業者・・・１本 

 

実施時期 

平成２２年６月１日以降発注分（＊２）から 

 

 
（＊２）平成 22 年 6 月 1日以降発注分：一般競争入札又は公募型指名競争入札の方法によ

り締結する契約にあっては、平成 22 年 6 月 1日以降

に公告するものをいう。また、指名競争入札の方法

により締結する契約にあっては、平成 22 年 6 月 1日

以降に指名するものをいう。 

 


